
 

 

日時：令和 2年 12 月 17 日（木）13:00～15:30 

場所：名古屋市公館 レセプションホール          

 

 

会 議 次 第 

 

 

1 開会 

 

 

2 あいさつ 

 

 

3 報告 

(1)天守台北面石垣における石材片及びモルタル片の落下について ＜資料 1＞ 

(2)本丸内堀発掘調査について ＜資料 2＞ 

 

 

4 議事 

(1)本丸搦手馬出周辺石垣の修復について ＜資料 3＞ 

(2)天守台ボーリング調査について ＜資料 4＞ 

 

 

5 閉会 

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 石垣・埋蔵文化財部会（第 39 回） 
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天守台北面石垣における石材片及びモルタル片の落下について 

 

１ 石垣石材片落下の概要 

(1) 発生日時 

令和２年１０月９日～１０月１１日の間 

  

(2) 発生場所  

名古屋城本丸 大天守台北面石垣 

 

(3) 状況  

・石垣面より剥落したと思われる石材片（３０cm×２０cm×１０cm）を確認。 

・石垣面を確認し、堀底から高さ７ｍ程の地点で、石垣が剥落したとみられ

る痕跡を発見し、石材片が剥落したものと判断。 

・石材片落下発見後は、文化財保護室学芸員に報告するなど、「特別史跡名

古屋城跡における遺構のき損事故再発防止対策」（以下「再発防止対策」）

に準じた対応を行った 

 

(4) 経緯 

日 時 内 容 

１０月 ９日 

午後 
現場確認。異常は認められず 

１０月１２日 

午前８時 

業者の作業員が落下した石材片を発見し、名古屋城調査研究

センター（以下「調査研究センター」）学芸員へ報告 

１０月１３日 
教育委員会事務局文化財保護室（以下「文化財保護室」）へ報

告。同室よりき損届作成の指示 

１０月２０日 観光文化交流局長へ報告 

１１月 ２日 き損届（案）を文化財保護室へ提出。 

１１月 ６日 文化財保護室より修正の指示 

１１月１３日 
文化財保護室よりき損届及びき損届遅延に係る顛末書の早急

な提出の指示 

１１月１６日 文化財保護室長が文化庁主任文化財調査官へ電話報告 

１１月１７日 文化財保護室へき損届及び顛末書を提出 

１１月２４日 
名古屋城総合事務所長及び文化財保護室長等が文化庁を訪

問。き損の状況及びき損届の遅延を報告 

  

令和２年１２月７日 経済水道委員会資料 
資料１－１
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                               資料１－２ 

(5) 状況写真 

  写真１ 落下した石材片の本来の位置 写真２ 石材片落下後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  写真３ 落下した石材片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ モルタル片落下の概要 

(1) 発生日時  

令和２年１０月１４日 午後３時３８分 

 

(2) 発生場所  

名古屋城本丸 大天守台北面石垣 
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(3) 状況 

・調査研究センター学芸員立会いのもと、レーダー探査を実施していたとこ

ろ、落下音を確認。堀底にモルタル片（約８cm 角）を発見 

・石垣面を確認し、堀底から高さ３ｍ程の地点で、モルタルが破損したとみ

られる痕跡を発見 

・レーダー探査装置のアンテナ又はケーブルなどが、石垣面より突出したモ

ルタルに当たり、モルタルが破損、落下したものと判断 

・モルタル片の落下発生後は、再発防止対策に従い、文化財保護室に連絡し、

同室学芸員と協議を行った 

・なお、レーダー探査は、再発防止対策に従い、計画段階より必要な打ち合

わせを行い、機材搬入及び探査の実施にあたっては学芸員が立会った 

 

(4) 経緯 

日 時 内 容 

１０月１４日 

午後３時３８分 

レーダー探査中にモルタル片が落下。 

モルタル片は回収し、レーダー探査を続行 

午後５時 

立会担当学芸員が調査研究センター副所長へ報告。 

現地確認するも、モルタル片の付着場所は確認できず 

名古屋城総合事務所長、保存整備室及びレーダー探査等

の契約先である竹中工務店へ連絡 

施工業者より作業状況を聞き取り 

１０月１５日 

午前９時 

モルタル片の付着場所を特定、文化財保護室へ連絡。 

竹中工務店に対し、現地作業の一時中止を指示 

 午後 文化財保護室が現地確認。同室よりき損届作成の指示 

１０月１６日 
文化財保護室が、石垣面保護のための対策、作業手順等

を確認した後、現地作業再開。 

１０月２０日 観光文化交流局長へ報告 

１０月２３日 き損届（案）を文化財保護室へ提出、同室より修正の指示 

１１月 ６日 
き損届（案）を文化財保護室へ再提出、同室より再修正の

指示 

１１月１１日 
き損届を文化財保護室へ提出、同室よりき損届遅延に係

る顛末書の提出指示 

１１月１６日 文化財保護室長が文化庁主任文化財調査官へ電話報告 

１１月１７日 顛末書を文化財保護室へ提出 

１１月２４日 
名古屋城総合事務所長及び文化財保護室長等が文化庁を

訪問。き損の状況及びき損届の遅延を報告 

資料１－３
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(5) 状況写真 

   写真１ モルタル片が付着していた位置（大天守台東半） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ モルタル片の付着状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 落下したモルタル片 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－４
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３ き損届の遅延理由 

・これまでの慣例に従い、き損届を作成するとした。しかしながら、文化財保

護法に定められた期日を遵守するという意識が希薄であった 

・同時期にほぼ同じ場所で、原因の異なる石材片の落下とモルタル片の落下が

発生したことから、き損届の作成主体が、調査研究センターであるか、ある

いは保存整備室であるか、混乱が生じた 

・文化庁への提出書類であるため、慎重に事務を行うことを重視した結果、名

古屋城内の複数部署間の調整に時間を要した 

・き損届作成の進捗状況を適切に管理できなかった 

 

４ き損届に係る文化庁の見解 

・文化財にき損が生じたかどうかが本質であって、史跡の範囲内で起きた物の

破損がすべてき損届の対象になるわけではない。 

・き損届自体は、その事実を知った日から十日以内に届け出るべきもの。 

・名古屋市が提出したものは受理するが、き損届自体がそれを受けて文化庁と

して即何か対応を求めるという趣旨のものではない。 

 

（参考）文化財保護法（抜粋） 

 

 第三章 有形文化財 

 第一節 重要文化財 

 第二款 管理（第三十条―第三十四条） 

（滅失、き損等） 

第三十三条 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを

亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者（管理責任者又は管理

団体がある場合は、その者）は、文部科学省令の定める事項を記載し

た書面をもつて、その事実を知った日から十日以内に文化庁長官に

届け出なければならない。 

 

第七章 史跡名勝天然記念物（第百九条―第百三十三条の四）  

第百十八条 管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項及び第三十

三条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第

四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が解除された

場合には、第五十六条第三項の規定を準用する。 

 

  

資料１－５
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５ 今後の方針 

・特別史跡名古屋城跡は国民の貴重な財産であり、これを名古屋城総合事務所

が国に成り代わって管理していることを改めて深く自覚し、その根拠法とな

る文化財保護法を熟知するとともに、「再発防止対策」に従って、史跡全体の

適切かつ厳格な保存を最優先にしつつ、慎重に整備・活用を図っていくこと

を再認識する 

・上記４の文化庁の見解を踏まえ、史跡内での物の破損・き損について文化財

保護法第１１８条に基づく、き損届が必要な事象を明確化し、必要な場合と

そうでない場合の対応方針を具体的に定める 

・史跡内で石垣等の破損・き損が起きた場合には、速やかに観光文化交流局長

に報告すること及び前記のとおり定めた具体的な対応方針を「再発防止対策」

に追記する。なお、対応方針の運用について判断しかねる場合は、文化庁に

速やかに一報を入れ、協議する 

・届出の期限を守れるよう、必要な作業の進行管理を適切に行う 

・特別史跡名古屋城跡の石垣の劣化が相当進んでいる現状に鑑み、できるだけ

早く石垣カルテの作成を進めるとともに、その劣化状況を的確に把握し、ま

ずは来年度の早い段階で天守台石垣の保存方針、引き続き城内石垣の保存方

針を有識者の理解を得て作成し、継続的に対策を図っていく 

 

資料１－６
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〇本丸搦手馬出石垣修復に関する課題一覧
灰色　　：前回までに議論したもの
橙色　　：引き続き検討を要するもの
　　　　　：今回議論するもの

検討状況 今後の検討
資料
No.

全体計画 解体からの経緯 ・別表に整理

整備の全体計画 　

・平成17年度作成の全体計画書では、平成16年
度から石垣の解体を開始、平成26年度に解体終
了、平成27年度から積み直しを開始。平成30・
31年度に元御舂屋門跡西側の石垣（№9）を解
体し、平成32年度に元御舂屋門跡西側石垣及び
元御舂屋門跡石垣（№7～9）の修復を行い、事
業を完了させる計画

・東面及び北面、櫓台石垣（№1～6）の積み直
しを第１期として先行して行い、元御舂屋門周
辺の修復は第２期として、修復の方針も含めて
別途検討する。
・第２期分とした№9は、現時点で石垣前面を
押さえており、応急的な処置をしている。

石垣修復の基本
的な考え方（コン
セプト）

・孕み出しを戻し、孕み出す以前の姿（天和期
の修理後の姿を想定）に戻す
・解体に際して行った調査の成果をできる限り
反映させる
・石垣の安定性、安全性を重視して積み直す
・石材はできる限り再利用する

・部会に諮り、合意形成のうえ、基本的な考え
方を決定する。
・その考え方に則して、個別の検討事項を判断
する

積み直しに向
けた検討事項

これまでの調査の
成果

・報告書は一部を除き未作成。
・部会資料等で整理。

・現時点では、年度ごとの調査概要を整理した
段階
・これまでの調査成果の概要一覧を作成したう
え、積み直しに関連する遺構をを中心に概要を
整理する。
・中期的に報告書を刊行。

石垣の構造 背面盛土

＜調査の成果＞
・盛土はⅠ層（慶長期の盛土）、Ⅱ層（天和期
の盛土）、Ⅲ層（上部構造の盛土）に大別さ
れ、３種類の土層がさらに細分される。
・No.6石垣の南側のくるみ林周辺ではⅣ層（近
現代の盛土）が確認されている。
・No.1石垣及びNo.2石垣の背面盛土については
平成25年度までの調査成果をもとに土層投影図
を作成している。
＜積み直しのための検討＞
・H24年度に石垣背面盛土の施工検討、H25年度
に背面地盤改良試験を行っている。背面盛土の
石灰改良については新たに掘削するわけではな
く、現状の排土のみに行うとしている。

・背面盛土は一度掘削すると攪乱されるため再
度盛土してもすぐには元々の強度に戻らない。
よって、修復後の盛土について速やかに強度を
上げるために石灰混合等の措置を検討。
・試験結果等から、実際の配合量を決定する。
混合範囲はＦＥＭ解析等により照査。

・現在、３種類に大別される盛土の取り扱いに
ついて。１種類に統一する方針で検討。

資料3-3

栗石

・H23,H25、H30年度に栗石調査を実施してい
る。その結果、慶長期の栗石は石垣加工の残材
を利用したとみられる河戸石（砂岩）の大ぶり
な亜角礫であり、天和期の栗石は庄内川水系か
ら搬入されたと考えられる河川礫で小ぶりな亜
円礫を用いていることが確認された。

・H30年度第29回石垣部会において、両者の接
点をどう安定させるか検討するようにと指摘を
受けている。
・基本的には天和の修復時にも慶長期の栗石を
再利用して混合して使用している状況が確認さ
れていることから、基本的に栗石は区別せずに
粒度を調整しながら再利用する方針。

根石の状況・土台木

・根石調査はH22、H24、H25、H26、H27年度に
実施された。H24、H26年度はNo.1石垣、H25、
H27年度はNo.2石垣の根石調査を行っており、
調査区は一部重複する。H26年度調査で土台木
が確認された。
・調査の結果、根石には変状がないことが確認
されたため、根石までの取り外しは行わず、地
盤を改良するために枠工を施工した。

・土台木の標高の差、土台木がない部分のこと
をどう考えるかを検討していく必要がある。天
和期以前の修築（H26年度現地視察時の部会構
成員発言）の可能性も含めて検討。

傾斜硬化面・平坦面など

・傾斜硬化面の平面位置について、模式図を作
成した。
・孕み出し要因の検討の結果、石垣の変状要因
の１つと結論付けられた。

・傾斜硬化面がどの程度石垣の変状に寄与して
いたかをＦＥＭ解析により分析し、結果によっ
ては傾斜硬化面を部分的に撤去することも検
討。

資料3-3

地下排水
・第29回石垣部会において、厚さ50㎝ほどの水
平排水層を慶長と天和の盛土の境界面（みずみ
ち）に設ける案を提示。

・傾斜硬化面に浸透水が流れることを防ぐため
に背面土中に水平排水層（砂質層）を設けるこ
とを検討。
・細粒分の流出防止のために吸出防止層の設置
を検討

資料3-3

背面から検出された石材

・平成22年度の出土状況平面図を一例として提
示する。
・抑え石の時期としては、H25年度に確認され
た抑え石が斜路状遺構面に据え置かれているた
め、天和期に設置されたものと考えられる。
・出土位置などに、一定の傾向が指摘できる

・栗石層と背面土の境界付近のものを抽出して
着色する方針で分布図を作成中。
・この石材が人為的に設置されたものか、また
安定性に寄与しているかについて検討。

敷金

・他城郭の事例の聞き取り調査を行った。
・復元に際して、実物は遺物として保存し、現
地にはできるだけオリジナルに近い素材の複製
品を戻す方針。

・積み直しにあたり、隅角石の角度調整のため
に使用する。従前の敷金は遺物として保存し、
レプリカを作成。
・敷金の科学分析を行い、オリジナルの素材の
確認を行う。また規格および耐久性の検討をす
るために、オリジナルになるべく近い成分で試
作品の製作を行う。

資料3-4
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石垣の構造 表層改良・表層排水

・第29回石垣部会において、表面に石灰改良を
行い、不透水層とするか、不透水マットを敷い
て石垣面と反対側で雨水処理を行うかする案を
提示し。

・完成後の水勾配を平面図・鳥瞰図を用いて検
討。
・表層の石灰改良、真砂土舗装など浸透しにく
い構造を検討。

資料3-3
資料3-5
資料3-6

暗渠
・北面石垣の中央中段部で暗渠排水口確認。暗
渠全長14.9m、南端と開口部の比高さは約1m。
・暗渠は積み直しに際し、復元する方針

・遺構として形状復元。

・排水機能については、塩化ビニルパイプ等を
内部に挿入して回復させることを検討。

資料3-5
資料3-6

櫓台

・櫓台内部の「栗石層」となっている箇所につ
いて、礫混じり土なのか、栗石のみなのかを確
認した。結果、栗石の層であると確認した。
・櫓台の上部は土であるが、現代と思われる遺
物がでているので、元々は総栗であった可能性
がある。

・安定性の面から修復構造を検討。
・櫓台を総栗で復旧するか背面土を入れるかど
うか工学的な解析を含めて検討。

資料3-7

孕み出し原因の推定

・今回、孕み出し原因と対策についての検討を
行った。
・平成30年度の解体時に栗石層にかなり泥が混
じっていたことから、斜路状遺構上を水が流
れ、栗石内に細粒分が流出したと考えた。

慶長期石垣と天和期石垣
の接点の安定化（逆石へ
の対応）

・前回（9月11日開催）の部会で対応策として
５案（新補石材へ変更、逆石補強工法、前面に
押え盛土）を提示。市では③・④案の折衷案で
検討を進める方針。

・孕み出し要因の検討の結果、逆石が石垣の変
状要因の１つであることが明らかになった。
・現況の状態について石工とよく議論した上
で、角度補正が可能なものは角度補正を行い逆
石状態を解消し（③案）、角度補正が不可能な
ものについては新補石材に交換する（④案）方
針。

・今年度逆石の下側の石を揚重し、調査を行う
ことにより対策設計の精度を高める。

資料3-8
資料3-9

石垣構造の安定化
・天和期の積み直しにより栗石幅が広くなって
おり、これが地震時に不安定要因になる可能性
がある。

・円弧すべり解析は搦手馬出石垣の高さ、形状
では安全率が1.0を大きく下回るなど、本石垣
に適合しない解析方法と考えられる。したがっ
て、ＦＥＭ解析により安全性・安定性を照査。
・修復後の栗石幅については、従前の幅に戻す
ことも原則としつつ、安定性を検討した上で決
定する。
・ＦＥＭ解析等の結果、地震時に従前の栗石幅
が不安定要因となる場合は史跡への影響が小さ
い範囲において現代工法等を補助的に用いるこ
とも検討。

資料3-10

石垣の勾配 復元勾配の決定方法

・孕み出しの生じていないと考えられる健全な
部分の勾配（孕み出しが認められない範囲で、
その地点の勾配を他地点に適用できる可能性が
高い部分と判断される断面）を基準とする方針
は確定。
・東面は№38断面を、北面は櫓台部は№1断
面、櫓台の西側は№16断面を修復勾配とする。

北面及び東面の勾配検討

（令和1年8月部会）
・東面の復元勾配38断面は、上位が天和期の積
み替え、下位が慶長期。下から４間は仰が直線
的な規勾配（仰が3.5尺程度）で、上位が反り
を持つ。孕み出しのある部分も、矩勾配として
復元すると、概ね仰が3.5尺前後となり、№38
断面が適用できると判断した。孕み出し部分に
ついてはNo.38の勾配を復元に用い、変状がな
い上部については解体前勾配をそのまま用い
る。孕み出しを修正したことによる天端高さの
上昇については、別途検討する。
・北面櫓台部復元勾配№1は天和の積み替え部
分であるが、下が直線的な規勾配、上位が反り
を持つ。
・櫓台ではない部分は、ほぼ直線的な規勾配。
№16を修復断面とする。

学術的検討

・これらの勾配について「石垣秘伝之書」、名
古屋城天守の宝暦大修理に伴う「御石垣遣り形
図」に示された勾配付け方との比較を行った
が、整合する結果は得られていない。

・勾配について、「石垣秘伝の書」「御石垣遣
り方図」に示された勾配との関係について検
討。

石材 新補石材調達方針

・築城期の石切場である幡豆、養老、尾鷲では
控えの長い石材の切り出しが難しくなってい
る。そのため、H25年度の現地視察時に恵那の
花崗岩を調達する方針を示している。

・原則的に石質が同一のものを選定。
・入手が困難な場合は別途検討。

スケジュール ・設計に関する進め方について整理。
・今年度の工事及び調査について準備中。
・詳細は別紙の通り。

・今回、天和期に積み替えが行われたNo.38断
面と慶長期の勾配が残るとみられるNo,47断
面、現在丁張をたててあるNo.48断面の勾配比
較を行った。1-14ではNo.38断面に２つの断面
を重ねた。1-15ではそれぞれの断面のノリを計
算するとともに、大天守台石垣の宝暦修理時の
図面である「御石垣屋り形図」の勾配理論で復
元した勾配と比較した。結果として、現況には
即さなかった。
・東面石垣の勾配が東北隅に向かって立ってい
くことが確認されている。この箇所の修復勾配
をNo.38断面を用いて決定するために行った作
業について、1-16の図面を作成した。

・石材カード、刻印カード、墨書カード等個別
に作成。
・再利用判定をカードに反映していく。

・積み直しに必要な情報を整理。
・破損した石材の再利用方法検討。調査カード

資料3-2



水面

慶⾧の根石

軟弱地盤

天和の積直し

堀底

枠工の高さ

栗石層

背面盛土
石灰混合（2）

傾斜硬化面(5)

地下排水（3）
水平排水層

背面から検出
された石材

表層改良・表層排水（1）

地下排水（4）
吸出防止層

慶⾧と天和の接点
への対応
逆石への対応

石垣構造の安定化(6)

石垣構造の安定化イメージ
※石灰改良、真砂土舗装等浸透しにくい構造を検討。

※修復後盛土の強度を速やかに確保。

※浸透水の傾斜硬化面への流入を抑止。

※解析結果等によっては一部撤去を検討。

※細粒分の流出防止。

※解析等検討の結果により現代工法の採用も検討。
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敷金の科学分析について 

１．名古屋城の敷金の現状（一例） 

           

図 1 H21 年度検出敷金            図 2 H21 年度検出敷金（破片） 

 

 搦手馬出で敷金は 87 点ほど確認されている。ほぼ完全な形のものも残存していたが、原

形の形状が推定できないほど残存状況が不良なものも存在する。いずれの場合も錆が付着

している。大きさは平均で長さ 8.8cm、幅 8.9 ㎝、最大厚 2.0 ㎝、最小厚 0.7 ㎝ほどである。 

 

２．分析方法 

 分析方法については、顕微鏡組織観察を行う。 

 

３．参考事例 

・金沢城ではクサビとカスガイを各 1 点ずつ供試材とし、マクロ組織観察、顕微鏡観察、ビ

ッカース断面硬度測定、CMA（Computer Aided X-ray Micro Analyzer）調査、化学組成分

析（燃焼容量法、燃焼赤外吸収法、誘導結合プラズマ発光分光分析）を行った。 

・仙台城では重量測定、外観の観察と写真撮影に加え、X 線透過撮影、マクロ組織写真、化

学組成分析（燃焼赤外線吸収法、ICP 発光分光分析法、原子吸光法）、顕微鏡組織写真、硬

さ試験（マイクロビッカース試験機）、EPMA（X 線マイクロアナライザー）による観察を

行った。 

資料3-4　敷金科学分析



資料3-5　鳥瞰図
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資料3-6　解体前平面図
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資料3-7　櫓台土層断面図



資料 3-8 

 

〇今年度調査について 

  

  現場調査 

・逆石調査 

逆石の据わり方や下側の石の状況を調査し、より効果的な対策を設計するための

資料とする。逆石又は逆石に近い石の下側の石材を一時撤去して形状を調査する。取

外しを行う石材は３石程度とする。一時撤去する石材周辺の栗石も一時撤去する。ま

た、該当部分周辺の排水を行う。 

・石材補修工（試験施工：ひび割れ注入） 

  ・石材養生工（保管石材に対するシート養生） 

  ・仮設工（敷鉄板） 

  ・準備工（除草・清掃） 

  ・地中変位観測 

  ・測量観測 

  ・石材劣化調査 

 

  修復勾配・平面図作成 

  ・修復勾配検討・断面図作成 

・基準線設定（現地測量を行い、立面図・断面図に座標を持たせた上で、解体前の断面

図と合わせた基準線を設定する。） 

  ・平面図・鳥瞰図作成（表面の仕上がり高さを検討する。） 

  ・表面排水検討 

   

  解析検討 

  ・有限要素法（ＦＥＭ）による解析（解体前、修復後の各断面） 

  ・標準横断図作成 

  

  調査分析 

  ・敷金成分分析 

 

●現場調査は２月中旬～下旬頃に行う予定。 

 

 



北側調査箇所

南側調査箇所

逆石調査箇所

逆 石 調 査 位 置 図 資料3-9



資料 3-10 

〇石垣構造の安定化 

※不安定要因として推測した項目のうち、軟弱地盤及び逆石の影響については本資料では

割愛した。 

 傾斜硬化面 地震 

 

不安定要因 

 

・浸透水が硬化面の上を通ることに

よる細粒分の栗石層への集出。 

 

・背面の土塊の挙動が変化すること

に伴う土圧の集中。 

 

 

 

・栗石層が揺すられることにより変

形し、崩壊の要因となる。 

 

対策 

 

① 浸透水 

・地表面の構造から石垣の背面に雨

水が溜まりやすいため、雨水等の

浸透を抑止する対策を検討。 

  ⅰ)表面排水工：資料 3-3(1) 

  ⅱ)中間排水層：資料 3-3(3) 

  ⅲ)吸出防止層：資料 3-3(4) 

 

 

 

 

② 土圧集中 

・発生土を石灰により土壌改良して

短期的に強度を向上させる。添加

率等については土質試験結果等

を検討。 

・ＦＥＭ解析により傾斜硬化面の影

響を的確に示し、不安定となる要

因であると認められる場合は部

分的に撤去することも検討。 

 

 

① 石垣構造の最適化 

・ＦＥＭ解析等の検討結果によって

は地震時に不安定要因となり得る

栗石層厚や背面土形状について最

適化するために変更を行うことを

検討。 

・栗石密度を最適化することにより

地震時における変形を抑制する。修

復時の密度については密度試験等

により検討。 

 

② 現代工法等の採用 

・ＦＥＭ解析等の検討結果によって

は栗石層に対して層状にジオテキ

スタイルを設置。 

・ジオテキスタイルは栗石層に敷込

む工法であり、築石や栗石など構成

要素に変更を加える工法ではない。 



本丸搦手馬出石垣修復 令和２年度の作業について 資料3-11

■勾配設計 ■背面設計 ■逆石検討 ■石材補修

■敷金検討

修復勾配案作成

平面図作成

円弧すべり解析

栗石幅検討

修復断面図作成

背面土改良検討

背面施工検討

表面排水検討

要素モデル試験

対策案検討

対策工設計

対策工図面作成

立面図作成

石材補修図作成

石材再利用判定

新補石材検討

成分分析

復元検討

全体設計図・仕様書作成

修復整備案完成

○元々の勾配に戻していく

・現状は沈下しているか？

・孕みを修正したら上に伸びる？

・孕み出しをどのように修正？

（段差で補正するか？）

・平面図に落とし込む

目標

・復元勾配図(横断)

・平面図

コンター図

世界測地系

立面図との整合

○丁張がかけられる平面図を作る

・解体前立面との整合チェック

（現状の平面で解体後残っている箇

所を測定して座標を戻す）

（精度は求めない）

・断面と平面を見比べながら検討

○安定する背面構造の検討

・円弧すべり解析

解体前：孕み出し要因の確認

修復後：背面地盤安定の確認

 解体前の結果、すべり面が栗石層に

入る。背面地盤強度は十分と確認でき

るが、条件設定の再検討 円弧すべり

解析は搦手馬出石垣に適合していない。

〇ＦＥＭ解析による検討

解体前：孕み出し要因の確認

修復後：背面地盤安定の確認

○背面地盤に改良が必要か

・新たな掘削はせず、埋戻土を改良

・改良により安定するかＦＥＭ解析

・埋戻土改良の試験は過去に実施

(H２５年度土質試験で２％改良）

○背面構造を安定させるための施工

・斜路状硬化面の取扱い

硬化面の位置、高さの把握

ＦＥＭ解析による確認

 硬化面があることで不安定？

 硬化面除去は現実的か？

・硬化面に水が浸透しないような構造

地下排水層

表面排水

・掘削面安定のための段切りを行うか

・背面から検出された石材をどのよう

に戻すか

○表面の雨水が浸透して硬化面を

流れないように対策

・排水勾配

元々の図面、配管図などを確認

・表面の構造

浸透防止

・暗渠排水の機能について検討

○逆石をモデル化した試験を行

い、不安定性を示した

○逆石の不安定性を解消する対応

を検討

・最下段の逆石についてどの範囲

かを確定

石工との意識合わせ

・現代工法や抑え盛土による対策

をせずに対応可能か

・逆石の下側の石の据わり方を調

査しより詳細に現状を把握するこ

とにより、対策の精度を高める。

目標

・標準断面図

背面構造の対策を表記

目標

・排水計画図

排水計画を表記

○安定性は確保できているか

・ＦＥＭ解析により検討

○再利用判定を行い、立面図に示した

○再利用判定(修正)を行い立面図に示した

・石工への説明を行い、ヒアリングする

・再利用判定は損傷した旧石材の補修が前提に

あるので、足りていない視点がある

 刻印、墨書のある石材への対応

 割れていても２つの石として積む可能性

・上記の視点でもう一度再利用検討を行う

・再利用不可の石材についての取扱い

○どの石材に対してどのような補修を行うか、

損傷区分と補修法のリンク

・できる限り旧石材を利用するが、積みなおし

たときに安定するように留意する。

○再利用不可の石材について新補石

・石材の産地について検討

 現在も稼動している石切場があるか

(H31調査の結果では、条件的に非常に

厳しい)

・他城郭においてどのような考え方か

か？

 内部での検討を行う必要がある

○元々どのようなものであっ

たか

・分析にあたりどのような手

法を用いるか

○どのように戻すか

・レプリカとするか

・戻した場合でも安定して

積めるか

目標

・対策図等

逆石に対する対応方針を表記

目標

・再利用立面図

・石材補修図

どの石材をどのように補

修するか表記

再利用不可の石材の取扱

いを表記

目標

・新補石材調達図

新補石材の産地を表記

新補石材調達に伴う仮設

計画等を表記目標

・施工計画図等

・仕様書作成

・工事費算出

目標

・敷金復元図

・施工図等

どのような材質のも

のをどの位置に入れる

のか表記

：令和2年度中に検討予定

：令和2年度検討し令和3年度に設計予定

：令和3年度設計予定



天守台ボーリング調査について 

１ 文化庁からの指摘事項への対応 

○現天守閣解体の現状変更許可申請における天守台石垣への影響の工学的検討 

・内堀の軽量盛土による埋め戻し、仮設構台、重機の設置、現天守閣を解体

した際の上部荷重の除荷により、地盤が浮き上がる現象（リバウンド）に

ついて、天守台石垣への影響を工学的解析により検討・評価 

・これまでの解析は、本丸御殿復元時のボーリング調査に基づく地盤データ

を利用して実施 

○文化庁からの指摘事項 

・石垣等遺構に近接する地点で行う大規模工事の計画となることから、考古

学的視点からの調査・検討と、工学的視点からの検討とを突き合わせ、総

合的な視点から特別史跡の石垣等遺構への影響評価を行い、当該各種調

査・検討結果を踏まえて適切な解体・仮設物設置計画を策定すべき 

○工学的解析の精度を向上 

・工学的解析の精度を向上させるため、天守台直下でのボーリング調査を行う 

 

２ ボーリング調査の目的 

次の工学的解析に用いるデータを取得する 

(1)天守台周辺に設置する仮設の影響、現天守閣を解体した際の上部荷重の除荷により、地盤が浮き上

がる現象（リバウンド）の影響 

(2)天守台の地震時における挙動及び天守台内部に存する構造物（ケーソン基礎）による石垣への影響 

(3)地震時における天守台の工学的解析を行う際の地震波の作成（この地震波は、木造天守の耐震性能

の構造解析にも使用） 

 

３ 調査内容 

〇ケーソン外部でのＰＳ検層※、標準貫入試験、土質試料の採取。 

〇ケーソン内部の状況及びケーソン直下の支持地盤の確認。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査一覧表 

番号 調査場所 孔径 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ長 主な内容 

① 大天守（ケーソン外部） φ86 ㎜ 90ｍ 

・工学的基盤の確認 

・ＰＳ検層 

・標準貫入試験 

② 大天守（ケーソン外部） φ116 ㎜ 45ｍ ・土質試料採取 

③ 大天守（ケーソン内部） φ66 ㎜ 45ｍ 
・ケーソン基礎内部と直下

の支持地盤の確認 

④ 小天守（ケーソン内部） φ116 ㎜ 60ｍ 

・ケーソン基礎内部と直下

の支持地盤の確認 

・土質試料採取 

⑤ 小天守（ケーソン外部） φ116 ㎜ 20ｍ 
・標準貫入試験 

・土質試料採取 

凡例 

ボーリング試験 
小天守 

大天守 

ケーソン基礎 

ケーソン基礎 

資料４-１ 

※ＰＳ検層 

  ボーリング孔を利用して地盤 

内を伝播する弾性波(P 波・S 波) 

の深さ方向の速度分布を測定し、 

石垣の工学的解析及び構造物の 

工学的解析に必要な地質構造や 

地盤特性の情報を取得するもの。 

工学的基盤の確認 

想定支持地盤 

 

想定支持地盤 

標準貫入試験 

標準貫入試験、 

土質試料採取 

④ ⑤ 

小天守 
大天守 

① ② ③ 

ケーソン基礎 

ＰＳ検層
※

、標準貫入試験 

土質試料採取 

想定工学的基盤 

【ボーリング調査イメージ】 

本丸御殿 

ボーリング位置 

図-1 本丸御殿復元時の 
ボーリング位置図 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 



◆ 番号③ボーリングの必要性について 

下図(1)(2)(3)を確認し、天守台石垣の構造検討に反映する 

 

現天守閣再建時の設計図面からケーソン部分を抜粋 

(1) 現天守閣再建時の設計図に「後詰

メコンクリート」の記載があるが、

施工記録が残っておらず、詳細が不

明。ケーソン内部全域にコンクリー

トが存在するかを確認する 

(3) ケーソン直下の地盤及び

床付面の状況を確認する 

支持地盤 

(2)-1 ケーソン本体の長さを

確認する 

(2)-2 ケーソン先端レベルを

確認する 

本丸 GL 

水位 WL 

空濠 GL 

砂利交り粗砂 

資料４-２ 


